
           

対
象
家
屋
　
昭
和
５７
年
１
月
１
日
以
前
に
建

築
さ
れ
、平
成
２９
年
１
月
１
日
〜
１２
月
３１

日
に
工
事
費
が
５０
万
円
を
超
え
る
耐
震
改

修
を
行
っ
た
も
の 

減
額
さ
れ
る
額
　
平
成
３０
年
度
分
の
当
該
家

屋
の
固
定
資
産
税
の
税
額
（
１
２
０
㎡
分

ま
で
）が
２
分
の
１
減
額 

※
た
だ
し
、認
定
長
期
優
良
住
宅
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た
家
屋
は
、平
成
３０
年
度
分

の
当
該
家
屋
の
固
定
資
産
税
の
税
額
が
３

分
の
２
減
額
、通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適

格
建
築
物
に
あ
た
る
家
屋
は
、平
成
３０
年

度
分
が
３
分
の
２
、平
成
３１
年
度
分
が
２

分
の
１
減
額
（
減
額
範
囲
は
全
て
１
２
０

㎡
分
ま
で
） 

申
請
期
日
　
改
修
後
３
カ
月
以
内
に
税
務
課

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

高
齢
者
等
居
住
改
修（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
）

を
し
た
と
き 

対
象
家
屋
　
新
築
か
ら
１０
年
以
上
経
過
し
、

６５
歳
以
上
の
方
、介
護
保
険
法
の
要
介
護

も
し
く
は
要
支
援
の
認
定
を
受
け
て
い
る

方
、ま
た
は
障
が
い
の
あ
る
方
の
い
ず
れ
か

の
方
が
居
住
さ
れ
て
い
る
住
宅
の
う
ち
、

平
成
２９
年
１
月
１
日
〜
１２
月
３１
日
に
工
事

費（
補
助
金
等
を
除
く
自
己
負
担
分
）が
５０

万
円
を
超
え
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
を
行

っ
た
も
の（
賃
貸
住
宅
を
除
く
） 

対
象
工
事
　
①
廊
下
の
拡
幅
②
手
す
り
の
設

置
③
階
段
の
勾
配
緩
和
④
床
の
段
差
解
消

⑤
浴
室
の
改
良
⑥
引
き
戸
へ
の
取
替
え
⑦

ト
イ
レ
の
改
良
⑧
床
の
滑
り
止
め
化 

減
額
さ
れ
る
額
　
平
成
３０
年
度
分
の
当
該
家

屋
の
固
定
資
産
税
の
税
額
（
１
０
０
㎡
分

ま
で
）が
３
分
の
１
減
額 

申
請
期
日
　
改
修
後
３
カ
月
以
内
に
税
務
課

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

熱
損
失
防
止
改
修（
省
エ
ネ
改
修
）を
し
た
と

き 

対
象
家
屋
　
平
成
２０
年
１
月
１
日
以
前
に
建

築
さ
れ
、平
成
２９
年
１
月
１
日
〜
１２
月
３１

日
に
、工
事
費
が
５０
万
円
を
超
え
る
熱
損

失
防
止
改
修
を
行
っ
た
も
の（
賃
貸
住
宅

を
除
く
） 

対
象
工
事
　
①
窓
の
断
熱
改
修
工
事（
窓
の

二
重
サ
ッ
シ
化
等
）②
床
の
断
熱
改
修
工
事

③
天
井
の
断
熱
改
修
工
事
④
壁
の
断
熱
改

修
工
事
　 

※
た
だ
し
、①
の
工
事
、ま
た
は
①
を
含
む
改

修
工
事
で
あ
り
、外
気
等
と
接
す
る
部
分

の
工
事
に
限
り
ま
す
。
ま
た
、改
修
工
事
に

よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
が
現
行
の
省
エ
ネ

基
準
に
新
た
に
適
合
す
る
こ
と
に
な
る
工

事
で
す
。 

減
額
さ
れ
る
額
　
平
成
３０
年
度
分
の
当
該
家

屋
の
固
定
資
産
税
の
税
額
（
１
２
０
㎡
分

ま
で
）が
３
分
の
１
減
額 

※
た
だ
し
認
定
長
期
優
良
住
宅
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
っ
た
家
屋
は
、平
成
３０
年
度
分
の

当
該
家
屋
の
固
定
資
産
税
の
税
額
が
３
分

の
２
減
額 

申
請
期
日
　
改
修
後
３
カ
月
以
内
に
税
務
課

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 
 

※
申
請
書
は
税
務
課
に
あ
り
ま
す
。
各
改
修

に
つ
い
て
、必
要
な
添
付
書
類
等
、詳
し
く

は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

※
高
齢
者
等
居
住
改
修（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改

修
）、熱
損
失
防
止
改
修（
省
エ
ネ
改
修
）に

つ
い
て
、新
築
住
宅
特
例
や
耐
震
改
修
特

例
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
年
度
は
減
額
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

問
合
　
税
務
課
固
定
資
産
税
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
０
５
〜
２
２
０
８ 

  

固
定
資
産
税
は
、毎
年
１
月
１
日
を
賦
課

期
日
と
し
て
課
税
し
ま
す
。 

そ
の
た
め
、賦
課
期
日
ま
で
に
家
屋
の
取

壊
し
や
新
増
築
、用
途
変
更
、未
登
記
家
屋
の

名
義
変
更
、土
地
の
利
用
状
況
の
変
更
な
ど

を
さ
れ
た
場
合
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

※
平
成
２９
年
１
月
２
日
以
降
に
新
増
築
さ
れ

た
家
屋
に
つ
い
て
、固
定
資
産
税
評
価
額

を
算
出
す
る
た
め
、税
務
課
家
屋
担
当
調

査
員
に
よ
る
家
屋
調
査
を
随
時
実
施
し
て

い
ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

問
合
　
税
務
課
固
定
資
産
税
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
０
５
〜
２
２
０
８ 

  

事
業
者
を
対
象
と
し
た
、津
島
税
務
署
主

催
の
説
明
会
で
す
。 

日
時
・
場
所
　
左
表
の
と
お
り 

              

内
容
　
軽
減
税
率
制
度
の
概
要
や
制
度
対
応

に
係
る
支
援
制
度
な
ど 

申
込
　
不
要 

※
①
②
③
と
も
、同
様
の
説
明
内
容
で
す
。 

※
事
業
者
以
外
の
方
や
開
催
場
所
以
外
の
地

域
に
お
住
ま
い
の
方
の
出
席
も
可
能
で
す
。 

※
駐
車
場
の
施
設
が
限
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、

乗
り
合
わ
せ
等
で
の
御
来
場
を
お
願
い
し

ま
す
。 

問
合
　
津
島
税
務
署
法
人
課
税
第
一
部
門 

　
　
　
1
２６
ー

２
１
６
１
　
内
線
６
１
２ 

※
お
問
合
わ
せ
い
た
だ
く
際
は
、税
務
署
の

電
話
番
号
に
お
か
け
い
た
だ
い
た
後
、自

動
音
声
案
内
に
従
っ
て
、「
２
」
を
選
択
し

て
く
だ
さ
い
。 

消
費
税
軽
減
税
率
制
度
等
説
明
会
 

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
 

こんなとき 

固定資産税 
（家屋）の 

減額措置が 
あります 

住
宅
耐
震
改
修
を
し
た
と
き 

高
齢
者
等
居
住
改
修（
バ
リ
ア
フ
リ
ー 

改
修
）を
し
た
と
き 

熱
損
失
防
止
改
修（
省
エ
ネ
改
修
）を
し
た 

と
き 

日　時 場　所 

① 

② 

③ 

１０月１７日
午後１時３０分
～３時 

弥富市総合社会教育
センター中央公民館
ホール 

１０月１９日
午後１時３０分
～３時 

あま市役所本庁舎大
ホール 

１０月２０日
午後１時３０分
～３時 

蟹江町産業文化会館
４階大会議室 

９ 

市役所　124-1111税務課からのお知らせ 
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放置自転車クリーンキャンペーン 
 １１月１日 ～３０日

困ります！ 
　　　自転車置きざり　知らんぷり 
　１１月上旬に、放置自転車の撤去を行います。 
　市では、市営自転車駐車場などに放置されて
いる自転車の調査を行い、一定期間経過後も放
置されている自転車について、撤去・移動保管を
行い、約６カ月の保管期間経過後に処分をします。 
　自転車の路上放置は、歩行者の通行を妨げ、
交通事故の要因になります。また、救急車や消防
車などの緊急車両の活動の障害にもなります。 
　目的地からちょっと離れていても自転車駐車
場を利用し、一人ひとりの心がけで良好な都市
環境の確保を図りましょう。 
 
自転車利用のルール 
・自転車は、防犯登録をしましょう。 
・交通ルールを守り、安全運転をしましょう。 
・自転車保険に加入しましょう。 
問合　市民協働課地域コミュニティＧ 
　　　内線２２５２・２２５４ 

秋の安全なまちづくり県民運動 
 １０月１１日 ～２０日

３Ｎ（ない）運動 
「犯罪にあわない」「犯罪を起こさせない」「犯罪
を見逃さない」 
【運動の重点】 
住宅を対象とした侵入盗の防止 
・窓やドアはツーロックにし、窓には補助鍵を取り
付けましょう。 
・センサーライトや防犯カメラ等の防犯設備を活
用しましょう。 
・不審者を寄せ付けないよう、地域ぐるみで「あい
さつ、声かけ」運動を広げましょう。 
特殊詐欺の被害防止 
・言葉巧みな犯人と会話をしないですむように、
在宅時でも留守番電話に設定しておきましょう。 
・保険料や医療費等の還付金をＡＴＭで還付する
ことは絶対にありません。 
・お金の要求には、「すぐに振り込まない」「一人
で振り込まない」「呼び出しに応じない」「知らな
い人に手渡さない」「郵送等をしない」を徹底し
ましょう。 

・電話の近くに連絡表（相談する家族や警察署電
話番号）を貼っておきましょう。 

自動車盗の防止 
・車両から離れるときは、短時間であっても「キー
を抜く」「ドアロックをする」を徹底しましょう。 
・車両にはイモビライザーや警報器などの盗難防
止装置を取り付けましょう。 

・照明や防犯カメラなどの防犯対策がとられた駐
車場を選びましょう。 

子どもと女性の犯罪被害防止 
・子どもを１人で遊ばせないようにしましょう。 
・防犯ブザーや笛（ホイッスル）を携帯し、常に使
える状態にしておきましょう。 
・なるべく人通りが多い明るい道を通りましょう。 
・女性の一人暮らしを悟られないようにしましょう。 
暴力追放運動（三ない運動）の推進　 
「暴力団を利用しない」「暴力団を恐れない」「暴
力団にお金を出さない」 
問合　市民協働課地域コミュニティＧ 
　　　内線２２５２ 

愛知県男女共同参画月間 
 １０月１日 ～３１日

愛知県では、毎年１０月を男女共同参画月間と
定めています。この機会にパネル展示をします
ので、ぜひご覧ください。 
パネル展示 
「共働きでワーク・ライフ・バランス」 
期間　１０月３日 ～３０日  
場所　津島市民病院　正面玄関 
問合　人権推進課人権同和・男女参画Ｇ 
　　　内線２２７１ 

パネル展示 

行政相談週間 
 １０月１６日 ～２２日

総務省では、国が行っている仕事について、皆
さんから苦情や意見・要望をお受けする「行政相
談」を行っています。 
一日合同行政相談所 
日時　１０月２０日  
　　　午前１０時～午後３時 
場所　ナディアパーク３階デザインホール(名古屋市中区） 
相談料　無料 
問合　総務省中部管区行政評価局 
　　　1０５２ー９７２ー７４１５ 

一日合同行政相談所 
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合
併 

単
独 

１０月は「クリーン排水推進月間」および「浄化槽強調月間」 １０月は「クリーン排水推進月間」および「浄化槽強調月間」 
家庭から出る生活排水は、川や海の水質汚濁の主な原因となっています。 
身近な水辺環境を保全するためには、生活排水の発生量を減らすこと、発生した生活排水を浄化槽等で適切に処

理することが重要です。 

家庭の台所、洗濯、風呂等から出る生活排水について、次の生活排水対策を実施しましょう。 

調理くず、食べ残し 
・流し台には、できるだけ目の細かい三角コーナーや
水切りネットを備え、排水口にはストレーナー（網カ
ゴ状のゴミ受け）を取り付け、調理くず等を流さない
ようにしましょう。 
・お米のとぎ汁は、庭や畑にまけば肥料になります。 

油 
・使用済みてんぷら油は、吸収剤や牛乳パックに入れ
た古新聞等に吸わせて可燃ごみとし、水と一緒に流
さないようにしましょう。 
洗剤 
・洗剤は、容器等に記載されている指示量を守り、使
いすぎないようにしましょう。 

生活排水の汚れを減らす取組 

単独処理浄化槽は、トイレ以外の排水がそのまま放流されるので、その他の排水も併せて処理できる合併処理浄
化槽に比べ、家庭から排出される汚れの量が８倍になります。 
市では、単独処理浄化槽や汲取り便所から合併処理浄化槽への転換の促進を目的とした補助金制度を設けていま

す。補助金制度を活用して、環境負荷の小さい合併処理浄化槽への転換をご検討ください。 
合併処理浄化槽は、下水道と同等の処理性能が得られます。しかし、適切な管理を行わなければ、本来の機能を発
揮できません。 
浄化槽法では浄化槽の所有者等を「浄化槽管理者」と定め、下表のような管理を行う義務を課しています。 

生活排水を適切に処理する取組 

管理の内容 

清掃 年１回以上 

年１回 

保守点検 

法定検査 

実施内容 

処理方式 実施回数 

実施業者または機関 連絡先 実施回数 

浄化槽にたまった
汚泥の汲取り 

浄化槽の稼働状況、
調整、清掃時期の
判定などの点検 

浄化槽の型式に応
じて定められた回
数（左下表） 

浄化槽の外観検査
や放流水の水質検
査など 

エコ環境㈱ 
㈲大政 
尾西清掃㈱ 
㈲吉川清掃社 

愛知県知事の登録
を受けた業者 

（一社）愛知県浄化
槽協会 

1０１２０-２２２-６５２ 
1２５-７３７４ 
1２６-２９０８ 
1２６-４９１８ 

左記問合先にご確
認ください。 

1０５２-４８１-７１６０ 

分離接触ばっ気方式 
（２０人槽以下） 

嫌気ろ床接触ばっ気方式 
（２０人槽以下） 

４カ月に1回以上 

３カ月に1回以上 

４カ月に1回以上 

６カ月に1回以上 

全ばっ気方式 
（２０人槽以下） 

分離ばっ気方式 
（２０人槽以下） 

散水ろ床方式 
平面酸化床方式 
地下砂ろ過方式 

問合　海部県民センター環境保全課 
　　　1２４ー２１１１ 
　　　生活環境課環境保全Ｇ 
　　　内線２２３２・２２３３ 
 

１１ 「市政のひろば」つしま2017.10


	H2910月つしま最終web 09
	H2910月つしま最終web 10
	H2910月つしま最終web 11

